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主任介護支援専門員更新研修の受講要件の緩和に関する要望書 

 

日頃より、当協会活動に対してご支援・ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、今般、静岡県内の各市町の地域組織を対象に「コロナ影響下での研修活動」に

ついて緊急アンケートを実施したところ、各団体では本年 4 月から研修が実施できて

いない実態（23 団体中 23 団体）が浮き彫りとなりました。また、今後の予定について

も、3 ケ月以内に開催予定（8 団体）、感染状況を見ながら開催予定（15 団体）と、確

実に研修が実施できるか不透明な状況であることが明らかとなりました。 

これに関して多くの団体から、コロナ特例措置として主任介護支援専門員更新研修

対象者の受講要件（年 4 回以上の法定外研修受講）の緩和について要望がありました。 

当協会では各種法定外研修会の再開に向けて鋭意準備を進めていますが、新型コロ

ナウイルス感染防止対策を講じた上で、例年どおりの定員や回数で早急に開催するこ

とは、難しい状況にあります。また、関連団体が主催する研修も本年度は開催の見合

わせが相次いでいる状況です。 

つきましては、当面のコロナ特例措置として、主任介護支援専門員更新研修の受講

要件である「年 4 回以上の法定外研修受講」の緩和について、貴協会から国へ要望し

ていただければと思います。ご検討の程、よろしくお願いいたします。 
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